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・『阿蘇市ウェルカム商品券実行委員会』では、好評をいただいております『阿蘇市プレミアム 

商品券』の販売を計画しております。 

・５，０００円で７，０００円分の商品券を阿蘇市全市民に対して、１人につき１シート販売 

・変更点は１枚の額面が５００円から 1,000 円となります。 

・換金の金融機関が熊本県信用組合から肥後銀行に変更になりました。 

・今回の募集で、取扱店として登録を頂いた事業所は、年度契約とさせて頂き、今後本年度中に

再度商品券事業が行われる場合は、引続き取扱店となります。（令和５年３月 31 日まで） 

※登録後、期中に脱退を希望される事業所につきましては阿蘇市商工会へご連絡ください。 

 

 
 

申請締切：随時受付いたしますが、取扱店一覧への掲載は 

７月 25 日（月）午前中締切 

応募資格：阿蘇市内の店舗を対象とし、「阿蘇市プレミアム商品券参加店登録申請書 

兼誓約書」を提出して申込まれた者とする。 

申請方法：阿蘇市商工会（本所、一の宮支所）にて準備しております登録申請書に必要事項を 

ご記入の上お申込み下さい。なお、登録申請書は阿蘇市商工会ホームページからダウン 

ロードすることもできます。 ※商工会会員以外の事業所も申し込みできます。 

換金方法：肥後銀行 宮地支店及び、内牧支店による随時換金 

※金額の多寡、窓口状況により遅延する場合もあります。 

（1 日に 1,000 枚を超える持込みの場合の入金は翌営業日） 

注意事項：・申請申込みされた事業者については、事務局が審査を行います。 

・商品券取扱の目印となるポスターの掲示をお願いいたします。 

・その他、実行委員会で定められた要項を遵守して頂きます。 

 

 

 

１．阿蘇市より阿蘇市全世帯へ『阿蘇市プレミアム商品券購入引換券』を世帯人数分送付。 

２．利用期間中に、利用者が取扱店で商品券を使用 

(1)見本券やコピーではないか、ご確認下さい 

(2)1 枚 1,000 円となっておりますので、現金と同様に扱って下さい 

(3)釣銭は出さないようにお願いします 

３．商品券の裏面に店名を記入（店名はスタンプやペンなどでご記入下さい） 

４．商品券の換金 

(1)後日お渡しする請求書を添えて、肥後銀行 宮地支店、又は、内牧支店までお持ち下さい。 

（肥後銀行の口座への入金は必ず通帳をご持参ください。それ以外の金融機関へのご入金 

には振込手数料をご負担頂きます） 

(２)換金期間は令和４年９月 1 日（木）から令和 4 年１2 月９日（金）【予定】です。 

 

取 扱 店 募 集 要 項 

阿蘇市プレミアム商品券ご利用の流れ 

【問合せ先】阿蘇市ウェルカム商品券実行委員会事務局 

〒869-2301 阿蘇市内牧 216-2     ,（阿蘇市商工会本所）      ☎32-0200 

〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地 2020-1（阿蘇市商工会一の宮支所）☎22-0789 

 


